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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【公表番号】特表2014-513929(P2014-513929A)
【公表日】平成26年6月19日(2014.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2014-032
【出願番号】特願2013-557932(P2013-557932)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ  15/115    (2010.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/68     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/543    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/566    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/569    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/50     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/15     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ   15/00     ＺＮＡＨ
   Ｃ１２Ｑ    1/68     　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｑ    1/68     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/543    ５０１Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/566    　　　　
   Ｇ０１Ｎ   33/569    　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｎ   33/50     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   33/15     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)により産生されるトキシンに結合する
アプタマーであって、トキシンがトキシンＡ、トキシンＢ、バイナリートキシンＡ鎖、お
よびバイナリートキシンＢ鎖から選択されるアプタマー。
【請求項２】
　Ｃ－５位において修飾した少なくとも１つのピリミジンを含む、請求項１に記載のアプ
タマー。
【請求項３】
　Ｃ－５位において修飾した少なくとも１つのピリミジンが、独立して図９に示す少なく
とも１つの修飾から選択されるＣ－５修飾を含む、請求項２に記載のアプタマー。
【請求項４】
　Ｃ－５位において修飾した少なくとも１つのピリミジンが、独立してベンジルカルボキ
シアミド、ナフチルメチルカルボキシアミド、トリプタミノカルボキシアミド、チロシル
カルボキシアミド、２－ナフチルメチルカルボキシアミドおよびフェネチル－１－カルボ
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キシアミドから選択されるＣ－５修飾を含む、請求項２に記載のアプタマー。
【請求項５】
　アプタマーがさらに少なくとも１つの追加の化学修飾を含み、その少なくとも１つの追
加の化学修飾が、独立してリボース位置、デオキシリボース位置、ホスフェート位置、お
よび塩基位置からなる群から選択される１以上の位置における化学置換である、請求項２
に記載のアプタマー。
【請求項６】
　少なくとも１つの追加の化学修飾が、独立して、２’－位の糖修飾、２’－アミノ（２
’－ＮＨ２）、２’－フルオロ（２’－Ｆ）、２’－Ｏ－メチル（２’－ＯＭｅ）、シト
シン環外アミンにおける修飾、５－ブロモウラシルの置換、５－ブロモデオキシウリジン
の置換、５－ブロモデオキシシチジンの置換、主鎖修飾、メチル化、３’キャップ、およ
び５’キャップからなる群から選択される、請求項５に記載のアプタマー。
【請求項７】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンＡ、トキシンＢ
、バイナリートキシンＡ鎖、またはバイナリートキシンＢ鎖に対して３０ｎＭ以下のＫｄ

を含む、請求項４に記載のアプタマー。
【請求項８】
　被験試料中のクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンの存在を検出す
る方法であって、被験試料を請求項１～６のいずれか１項に記載のアプタマーと接触させ
ることを含む方法。
【請求項９】
　検出方法がプルダウンアッセイ、ドットブロットアッセイ、ＰＣＲアッセイ、またはサ
ンドイッチアッセイから選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　以下のいずれかの配列を含むアプタマー：
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１～４、６～１０、１２～１４、１６～２２、２４～２７もしく
は２９～３１またはそのフラグメントからなる群から選択される配列；
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３３～４６、４８～６５、６７～７４、７６～８２、８４～８９
、９１～９４、９６～９７もしくは９９～１０８またはそのフラグメントからなる群から
選択される配列；
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０９、１１１～１２３、１２６～１３３、１３５～１３８、１
４０～１４４もしくは１４６～１５０またはそのフラグメントからなる群から選択される
配列；および
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５３～１５６、１５８～１６２またはそのフラグメントからな
る群から選択される配列。
【請求項１１】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５、１１、１５、２３および２８またはそのフラグメントからな
る群から選択される配列を含むアプタマー。
【請求項１２】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンＡに結合する、
請求項１１に記載のアプタマー。
【請求項１３】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンＡに対して３０
ｎＭ以下のＫｄを含む、請求項１２に記載のアプタマー。
【請求項１４】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３２、４７、６６、７５、８３、９０、９５および９８またはそ
のフラグメントからなる群から選択される配列を含むアプタマー。
【請求項１５】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンＢに結合する、
請求項１４に記載のアプタマー。
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【請求項１６】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンＢに対して３０
ｎＭ以下のＫｄを含む、請求項１５に記載のアプタマー。
【請求項１７】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１０、１２４～１２５、１３４、１３９および１４５またはそ
のフラグメントからなる群から選択される配列を含むアプタマー。
【請求項１８】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)バイナリートキシンＡ鎖
に結合する、請求項１７に記載のアプタマー。
【請求項１９】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)バイナリートキシンＡ鎖
に対して３０ｎＭ以下のＫｄを含む、請求項１８に記載のアプタマー。
【請求項２０】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５１～１５２および１５７またはそのフラグメントからなる群
から選択される配列を含むアプタマー。
【請求項２１】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)バイナリートキシンＢ鎖
に結合する、請求項２０に記載のアプタマー。
【請求項２２】
　アプタマーがクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)バイナリートキシンＢ鎖
に対して３０ｎＭ以下のＫｄを含む、請求項２１に記載のアプタマー。
【請求項２３】
　被験試料中のクロストリジウム・ディフィシレ(C. difficile)トキシンの存在を検出す
る方法であって、被験試料を請求項１１、１４、１７または２０のいずれか１項に記載の
アプタマーと接触させることを含む方法。
【請求項２４】
　検出方法がプルダウンアッセイ、ドットブロットアッセイ、ＰＣＲアッセイ、またはサ
ンドイッチアッセイから選択される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　サンドイッチアッセイが以下のいずれかである、請求項２４に記載の方法：
　アプタマー－標的－抗体アッセイであり、その際、アプタマーを支持体に固定化し、固
定化されたアプタマーに結合した標的を、抗体を用いて検出する；
　抗体－標的－アプタマーアッセイであり、その際、抗体を支持体に固定化し、固定化さ
れた抗体に結合した標的を、アプタマーを用いて検出する；および
　アプタマー－標的－アプタマーアッセイであり、その際、第１アプタマーを支持体に固
定化し、固定化された第１アプタマーに結合した標的を、第２アプタマーを用いて検出す
る。
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